
 

 

 

令 和 ６ 年 １ 月 １ ５ 日 

教 育 庁 

 

 

教職員の服務事故について 

 

 

 このことについて、下記のとおり発令（７件）したのでお知らせします。 

 

 

記 

 

Ⅰ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 氏  名  林
はやし

 貴
たか

幸
ゆき

 

(2) 学 校 名  東京都府中市立府中第一小学校 

(3) 職  名  主任教諭 

(4) 年  齢  ４６歳 

(5) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  懲戒免職 

３ 発令年月日 

令和６年１月１５日 

４ 処分理由 

  令和５年３月３日、商業施設において、動画撮影状態にした小型カメラをリュッ

クサックのポケットに設置し、同商業施設を利用していた女性のスカート内に差し

向け、同スカート内の大腿部を動画撮影するなどした。 

 

 

Ⅱ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  特別支援学校 

(2) 職  名  主任教諭 

(3) 年  齢  ４６歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  懲戒免職 

３ 発令年月日 

令和６年１月１５日 

 

 

 



 

 

 

４ 処分理由 

  令和４年１０月頃から令和５年４月頃までの間に、勤務校等において、同校生徒

にキスをするなどした。 

 

※ 本件については、生徒の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しない

こととした。 

 

 

Ⅲ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  高等学校（多摩地域） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ６２歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  停職１月 

３ 発令年月日 

令和６年１月１５日 

４ 処分理由 

  令和４年１０月１８日に女子生徒に対する不適切な身体接触等により懲戒処分を

受けたにもかかわらず、令和５年４月１３日、勤務校教室において、同校生徒２名

に対して、私の身体が脂肪だと思っているかもしれないけど筋肉だよ、触ってみる

等と発言し、着衣の上からでん部を触らせる行為を行い、同２名に不快感及び嫌悪

感を与えるなどした。 

 

 

Ⅳ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  高等学校（多摩地域） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ６３歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  減給１０分の１ ６月 

３ 発令年月日 

令和６年１月１５日 

４ 処分理由 

  平成３１年３月２６日に体罰及び不適切な指導により懲戒処分を受けたにもかか

わらず、令和５年９月１５日、勤務校において、同校第２学年男子生徒に対して、

部活動の練習中の態度について指導した際、同生徒の顔に向かって、ボールを投げ、

同ボールが同生徒の右目に当たる事態を招くとともに、体罰について速やかに管理

職に報告すべきところ、これを怠るなどした。 

 



 

 

 

 

Ⅴ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  小学校（多摩地域） 

(2) 職  名  主任教諭 

(3) 年  齢  ４１歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  減給１０分の１ １月 

３ 発令年月日 

令和６年１月１５日 

４ 処分理由 

  令和４年１２月１２日から令和５年６月１１日までの間に、当時勤務校職員室に

おいて、令和４年度同校児童６３１名分の氏名、学級、いじめに関する情報等の個

人情報が記載されたアンケートを紛失した。 

 

 

Ⅵ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  中学校（多摩地域） 

(2) 職  名  教 諭 

(3) 年  齢  ６４歳 

(4) 性  別  男 

２ 処分の程度 

  減給１０分の１ １月 

３ 発令年月日 

令和６年１月１５日 

４ 処分理由 

  令和３年度勤務校生徒の保護者からの徴収金により購入した副教材テスト計  

１，８２０枚について、年間指導計画に基づいて適切な時期に実施、採点及び返却

を行うべきところそれらを行わず、同１，８２０枚のうちの計５枚を廃棄するとと

もに、同１，８２０枚のうちの計１０８枚を紛失するなどした。 

 

 

Ⅶ 

１ 教職員に関する事項 

(1) 校  種  小学校（区部） 

(2) 職  名  時間講師 

(3) 年  齢  ５０歳 

(4) 性  別  女 

２ 処分の程度 

  戒告 

３ 発令年月日 

令和６年１月１５日 



 

 

 

４ 処分理由 

  令和５年４月１１日から同年７月３１日までの間に、自宅から勤務校までの区間

において、同校校長に届け出た通勤届と異なる通勤経路及び方法である自転車によ

る通勤を計４８回行い、通勤手当計４１，６００円を不正に受給した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

【問合せ先】 

 東京都教育庁人事部職員課 

 電話 03-5320-6798（直通） 

児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口  

【受付時間】 

月、火、木曜日：午後３時から６時まで 

土曜日    ：午前９時から正午まで 

※各曜日の当番弁護士の連絡先は東京都教育委員会 HP を御確認ください。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/no_sexual_violence.html 

まずは御相談ください 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/no_sexual_violence.html

